
　　身近な体育館　施設使用料

（円）

土、日、祝

9時から17時 17時から22時 9時から22時

高校生以下 50 100 100

一般 100 150 150

専用使用 800 1,000 1,000

※半面利用の場合は上記金額を1/2した額とする。（個人利用は除く。）

※市外住民が使用した場合、各使用料の5割増しとする。（10円未満の端数切り捨て）

※使用時間に1時間未満の端数がある場合、1時間として計算する。

※営利目的に使用する場合は、各使用料の20倍額とする。

個人使用
1人1時間
につき

1面1時間につき

使用区分

使用時間

平日


